
令和４年度 沖縄県障害者自立支援協議会 
 

日時：令和５年１月27日（金）13:30～16:00 

場所：オンライン開催（事務局：6階第1特別会議室） 

 

 

会次第 

 

１ 報告事項 

１）各圏域における令和４年度活動報告 

 (1) 北部圏域の活動報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P9～P12 

   (2) 中部圏域の活動報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P13～P14 

   (3) 南部圏域の活動報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P15～P16 

   (4) 宮古圏域の活動報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P17～P20 

   (5) 八重山圏域の活動報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P21～P22 

 

２）各部会の令和４年度活動報告 

(1) 相談支援・人材育成部会の活動報告・・・・・・・・・・・・・・ P24～P50 

     (2) 療育・教育部会の活動報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P51 

     (3) 医療的ケア児支援部会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P52～P54 

     (3) 就労支援部会の活動報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P55 

     (4) 権利擁護部会の活動報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P56～P57 

     (5) 住まい・地域支援部会の活動報告・・・・・・・・・・・・・・・ P58～P60 

 

２ 意見交換等  

    

【関連資料】 

① 障害者手帳の交付状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P62 

 ② 障害福祉サービスの内容と利用者数・・・・・・・・・・・・・・ P63 

 ③ 障害福祉サービス事業所数の推移・・・・・・・・・・・・・・・ P64 

 ④ 計画相談実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P65～P66 

⑤ 基幹相談支援センター及び地域生活支援拠点等の整備状況・・・・ P67～P68 

 ⑥ 医療的ケア児の支援体制（医療的ケア児の人数、 

協議の場の設置状況、コーディネーター配置状況）・・・・・・・  P69 

    ⑦ 共生社会の構築（沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい 

      社会づくり条例に基づく施策推進/虐待防止の推進）・・・・・・・ P70～P73 

    ⑧ （暫定版）放課後等デイサービスの実態に関するアンケート調査・ P74～P98 



 

 

【名簿・要綱等】 
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任期 再任・新規 分野 委員名 所属・職名 障害種別等

1
R5.1.1～
R6.12.31

再任 相談支援事業者 伊波　剛
社会福祉法人　五和会
地域生活支援事業所　うむさぱる
相談支援専門員

相談支援事業者

2
R5.1.1～
R6.12.31

再任 相談支援事業者 玉那覇 奈々 (福)ハイジ福祉会グリーンホーム
相談支援事業所PONT　相談支援専門員

相談支援事業者

3
R5.1.1～
R6.12.31

再任 障害福祉サービス事業者 小浜　ゆかり NPO法人わくわくの会
さぽーとせんたーi　所長

障害福祉サービス事業者
（身体障害、児童）

4
R5.1.1～
R6.12.31

新規 保健・医療関係者 勝連　啓介 医療法人へいあん発達相談クリニックそえ～る　院長
保健・医療関係者
（児童・発達障害）

5
R5.1.1～
R6.12.31

再任
（推薦）

保健・医療関係者 山城　涼子
医療法人 晴明会 糸満晴明病院 地域医療部リハビリ部
長
【（一社）精神保健福祉士協会　副会長】

保健・医療関係者
（精神障害）

6
R5.1.1～
R6.12.31

新規
（推薦）

教育・雇用関係機関 城間　政次 沖縄高等特別支援学校長
【沖縄県特別支援学校長会 会長】

教育・雇用関係機関
（行政：教育）

7
R5.1.1～
R6.12.31

新規
（役職指定）

教育・雇用関係機関 稲田　政博 県教育庁県立学校教育課　主任指導主事
教育・雇用関係機関
（行政：教育）

8
R5.1.1～
R6.12.31

再任
（役職指定）

教育・雇用関係機関 名倉　彰子 沖縄障害者職業センター 所長
教育・雇用関係機関
（行政：雇用）

9
R5.1.1～
R6.12.31

再任 教育・雇用関係機関 阿部　慎哉 南部地区障がい者就業・生活支援センター　ブリッジ
センター長

教育・雇用関係機関
（雇用）

10
R5.1.17～
R6.12.31

新規
（公募）

障害者等及びその家族 東金城　彰一 公募による選出
障害者等及びその家族
（精神障害）

11
R5.1.17～
R6.12.31

新規
（公募）

障害者等及びその家族 長位　鈴子 公募による選出
障害者等及びその家族
（身体障害）

12
R5.1.1～
R6.12.31

再任
（推薦）

障害者関係団体の代表者 増山　幸司 公益社団法人沖縄県精神保健福祉会連合会
障害者関係団体の代表者
（精神障害）

13
R5.1.1～
R6.12.31

新規
（推薦）

障害者関係団体の代表者 島　粒希 （福）楓葉の会　理事長
【（一社）沖縄県知的障害者福祉協会　会長】

障害者関係団体の代表者
（知的障害）

14
R5.1.1～
R6.12.31

新規
（役職指定）

市町村 中本　成子 八重瀬町　社会福祉課　課長
市町村
（行政：市町村）

15
R5.1.1～
R6.12.31

新規
（役職指定）

市町村 内原　英政 石垣市　障がい福祉課　課長
市町村
（行政：市町村）

16
R5.1.1～
R6.12.31

再任 学識経験者 島村　聡 沖縄大学　教授
学識経験者
（教育：福祉）

17
R5.1.1～
R6.12.31

再任 圏域アドバイザー 安村　勤 (特非)名護市障害者関係団体協議会　地域生活支援セ
ンターウェーブ　施設長

その他子ども生活福祉部
長が必要と認める者（北
部圏域AD）

18
R5.1.1～
R6.12.31

再任 圏域アドバイザー 津波古　悟 一般社団法人人文福祉会　代表理事
その他子ども生活福祉部
長が必要と認める者（中
部圏域AD）

19
R5.1.1～
R6.12.31

再任 圏域アドバイザー 溝口　哲哉 （特非）おきなわ障がい者相談支援ネットワーク　理
事長

その他子ども生活福祉部
長が必要と認める者（南
部圏域AD）

20
R5.1.1～
R6.12.31

再任 圏域アドバイザー 下地　晃次 （特非）マーズ　相談支援専門員
その他子ども生活福祉部
長が必要と認める者（宮
古圏域AD）

21 － － 沖縄県 宮平　道子 沖縄県子ども生活福祉部　部長（議事進行） 行政（県）

令和4年度　沖縄県障害者自立支援協議会　委員名簿
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沖縄県障害者自立支援協議会運営要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律    

（平成17年法律第123号）第89条の３第１項の規定に基づき設置する会合の運営に関

して必要な事項を定めるものとする。 

２ 前項に定める会合は、県内の障害児・者及びその家族に対する支援体制の整備に

向け、主導的役割を担う協議の場として、意見等を聴取する。 

 

（会合の名称） 

第２条 前条に規定する会合は、沖縄県障害者自立支援協議会（以下「協議会」とい

う。）と称する。 

 

（意見等聴取事項） 

第３条 県は、協議会の構成員となる者から、次に掲げる事項に関することについて

意見等を聴取する。 

(1) 県内の地域自立支援協議会単位ごとの支援体制の整備方策に関すること。 

(2) 相談支援従事者の人材確保・養成方法（研修会のあり方を含む）に関すること。 

(3) 専門的分野における支援方策に関すること。 

(4) 市町村基幹相談支援センター等機能強化事業及び沖縄県相談支援体制整備事

業に関すること。 

(5) 沖縄県全域における関係機関の連携強化、社会資源開発・改善に関すること。 

(6) その他権利擁護の普及に関すること等。 

 

（構成員） 

第４条 協議会の構成員は 20名以内で、次の各号に掲げる者から構成する。 

(1) 相談支援事業者 

(2) 障害福祉サービス事業者 

(3) 保健・医療関係者 

(4) 教育・雇用関係者 

(5) 企業・不動産関係事業者 

(6) 障害者関係団体の代表者 

(7) 障害者等及びその家族 

(8) 市町村 

(9) 学識経験者 

(10) その他子ども生活福祉部長が必要と認める者 

 

（期間） 

第５条 前条の規定により決定された者から第３条の規定に関する意見等を聴取する

期間は、２年とする。  

２ 構成員は、再任することができる。 

 

（会合の開催） 

第６条 協議会の開催は、子ども生活福祉部長が通知する。 
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（議事進行） 

第７条 協議会の議事進行は、子ども生活福祉部長が行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、子ども生活福祉部長は協議会の議事進行を担当する者

を指名し、当該者に協議会の議事進行を依頼することができる。 

 

（部会） 

第８条 協議会は必要に応じて部会を置くことができる。 

２ 部会の設置及び運営に必要な事項は、障害福祉課長が別に定める。 

 

（個人情報の保護） 

第９条 協議会の委員、協議会及び部会に出席した者は、協議会において知り得た個

人情報を他に漏らしてはならない。  

 

（庶務） 

第 10条 協議会の運営にあたり必要となる庶務は、障害福祉課において行う。 

 

（補則） 

第 11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、子ども生

活福祉部長が定める。 

 

      附 則 

  この要綱は、平成 19 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

  この要綱は、平成 26年２月 21日から施行する。（部長決裁） 

 

附 則 

  この要綱は、平成 26年４月３日から施行する。（部長決裁） 
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沖縄県障害者自立支援協議会部会設置要領 

 平成 26 年４月 4 日制定 
 
（趣旨） 
第 1 条 この要領は、沖縄県障害者自立支援協議会運営要綱（以下「運営要綱」という。）

第 8 条に基づき、沖縄県障害者自立支援協議会（以下「協議会」という。）における協議
を円滑かつ効率的に推進するために設置する部会の組織及び運営に関し、必要な事項を
定める。 

 
（名称及び所掌事項） 
第２条 部会の名称及び所掌事務は、次の表のとおりとする。 

名称 所掌事務 

相談支援・人材育成部会 相談支援の質の向上、相談支援専門員等の人材育成
の検討 

療育・教育部会 障害児者の療育及び教育の課題の検討等 

医療的ケア児支援部会 医療的ケア児の支援体制の整備、関連分野（保健・
医療・障害福祉・保育・教育等）の連携体制構築の
推進等 

就労支援部会 就労支援の課題の検討等 

住まい・地域支援部会 住まい及び地域生活の課題の検討等 

権利擁護部会 障害児の権利擁護の課題の検討等（障害を理由とす
る差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律
第 26 号）第 17 条に規定する障害者差別解消支援地
域協議会の事務を含む） 

 
（役員） 
第３条 部会に部会長及び副部会長をおき、部会を構成する者（以下「部会員」という。）

の互選によってこれを定める。 
２ 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。 
３ 部会長に事故がある時は、副部会長がその職務を代理する。 
 
（部会員） 
第４条 部会員は、運営要綱第４条に掲げる者、沖縄県障害者等相談支援体制整備事業に

よる専門職員及びそれらの者が推薦した者のうちから、障害福祉課長が依頼する。 
２ 部会員は、必要に応じて、次条で定める会議に部会員以外の者の出席を求め、部会長

の許可を得て、部会員以外の者の意見又は説明を聴くことができる。 
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（会議） 
第５条 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。 
２ 協議会及び障害福祉課長は、部会に対し、協議会での協議に必要な専門的事項等につ

いて、協議を求めることができる。 
３ 部会は、市町村協議会、障害者自立支援連絡会議等と連携を図るものとする。 
４ 部会は必要に応じてワーキングを置くことができる。 
５ 部会の活動計画は協議会の承認を得るものとし、部会の活動内容は協議会へ報告する

ものとする。ただし活動計画に関し急施を要する場合で協議会を開くいとまがないとき
は、活動内容の報告のときの同意をもって協議会の承認に代えることができる。 

 
（秘密の保持） 
第６条 部会員及び構成員は、会議等を通じて知り得た秘密について、他に漏らしてはな

らない。その職を退いた後も同様とする。 
 
（任期） 
第７条 第４条の規定により決定された者の任期は、２年とする。 
２ 部会員は、再任することができる。 
 
（庶務） 
第８条 部会の庶務は、沖縄県子ども生活福祉部障害福祉課において処理する。 
 
（委任） 
第９条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
 
  附 則 
１ この要領は、平成 26 年４月 4 日から施行する。 
 
  附 則 
１ この要領は、平成 28 年 4 月 15 日から施行する。 
 

附 則 
１ この要領は、令和 4 年４月１日から施行する。 
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配
置
し
、ア
ド
バ
イ

ザ
ー
を
補
佐
す
る
と
と
も
に
、よ
り
円
滑
な

協
議
・連
携
を
図
る

部
会

※
各
分
野
ご
と
の
課
題
等
を
協
議
、情
報
共
有

※
特
定
テ
ー
マ
を
集
中
的
に
協
議

○
障
害
者
就
業
・生
活
支
援

セ
ン
タ
ー

（地
域
生
活
支
援
事
業
※
生
活
支
援
分
）

市
町
村
自
立
支
援
協
議
会

（
障
害
者
総
合
支
援
法
89
の
3①
）

各
圏
域
自
立
支
援
連
絡
会
議

（
事
務
局
：
各
圏
域
福
祉
事
務
所
）

沖
縄
県
自
立
支
援
協
議
会

（
障
害
者
総
合
支
援
法
89
の
3①
）

部
会

③
初
任
研
ワ
ー
キ
ン
グ

②
現
任
研
ワ
ー
キ
ン
グ

④
サ
ビ
管
ワ
ー
キ
ン
グ

○
沖
縄
県
発
達
障
害
者
支
援

セ
ン
タ
ー
（地
域
生
活
支
援
事
業
）

○
沖
縄
県
障
害
者
施
策
推
進

協
議
会

（障
害
者
基
本
法
36
①
）

※
各
圏
域
ご
と
の
課
題
等
を
協
議
、情
報
共
有

圏
域
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

連
絡
会
議

（
地
域
生
活
支
援
事
業
）

○
沖
縄
県
居
住
支
援
協
議
会

（住
宅
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
法
51
①
）

⑫
虐
待
防
止
ワ
ー
キ
ン
グ

（意
思
決
定
支
援
ワ
ー
キ
ン
グ
）

⑥
強
度
行
動
障
害
ワ
ー
キ
ン
グ

⑬
地
域
移
行
・定
着
ワ
ー
キ
ン
グ

(3
)医
療
的
ケ
ア
児
支
援
部
会

（「
協
議
の
場
」
）

⑦
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
ワ
ー
キ
ン
グ

⑧
離
島
支
援
ワ
ー
キ
ン
グ

⑨
障
害
児
移
行
支
援
ワ
ー
キ
ン
グ
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